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１　市　議　会

　市の機関は、意思決定機関（議決機関）である
議会と、市政の執行機関である市長等に大別され
る。国においては、内閣総理大臣を指名する国会
が国権の最高機関とされているが、市では議員と
市長がともに市民の直接選挙で選ばれ、市民に対
して直接責任を負う二元代表制を採り、議決機関
と執行機関とが対等の立場となっている。これに
より、２つの機関が互いにけん制しあいながら、
均衡のとれた円滑な行政運営を確保している。
　また、市の意思を決定する議会は、市民の代表
として選挙された議員によって構成され、議会の
議決も多数決の原則に基づいていることから、間
接的にではあるが、主権者たる市民の意思として
市の意思が決定されることになる。
　なお、市民の直接の行政参加として、議会の解
散、市長の解職、条例の制定・改廃などの直接請
求の制度も定められている。
　議会の権限には、議決権、選挙権、事務の検査権・
監査請求権・調査権、意見書提出権などがあるが、
その中で最も基本的なものは、条例の制定・改廃、
予算の決定、決算の認定などの議決権である。

　議員の定数は、条例により、平成11年の一般選
挙から68人である。なお、任期は４年である。ま
た、議員の中から、議長及び副議長が各１人選挙
され、議長（議長に事故があるときや議長が欠け
たときは副議長）は、議場の秩序を保持し、議事
を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する
権限が与えられている。
　議会の会議には定例会と臨時会があり、定例会
は条例で定められた回数を（札幌においては年４
回、おおむね２、５、９、11月）開会し、臨時会
は必要のつど付議事件を特定して開会することに
しており、いずれも市長が招集している。また、
会期はそのつど議会で定め、会議の定足数は議員
定数の半数以上で、表決は原則として出席議員の
過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するこ
とになっている。

1 － 1　議　決　機　関

歴 代 市 議 会 議 長

歴 代 市 議 会 副 議 長
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札 幌 市 議 員 名 簿

会 派 別 議 員 数

審　議　状　況
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２　委　員　会

　地方自治法では、議会の内部的な機関として、
常任委員会及び特別委員会を設置することが認め
られている。これらの委員会は、議会において選
任された委員によって構成される合議制の機関で
あり、行政の各部門における複雑化した案件につ
いて専門的な観点から慎重に審査・調査を行うも
のである。
　また、円滑な議会の運営を期すため、議会運営
の全般について協議するための機関として議会運
営委員会の設置が認められている。
　本市議会には、令和７年１月現在、６常任委員
会（総務、財政市民、文教、厚生、建設、経済観
光）、議会運営委員会、３調査特別委員会（大都
市税財政制度・DX推進、総合交通政策、新たな
都心空間）があるほか、予算・決算を審議する議
会においては、そのつど特別委員会が設置されて
いる。

委 員 会 の 活 動 状 況

請 願 ・ 陳 情 の 処 理 状 況
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歴 代 市 長

歴 代 助 役・副 市 長

１　市　　　長

　市長は、市民によって直接選挙される市政全般
の最高責任者であって、市の行政を統轄し、外部
に対しては市を代表する地位にある。
　市長の任期は４年で、日本国民で年齢満25歳以
上の者であれば被選挙権を有し、住所要件を必要
としない。
　また、市長は、衆議院議員、参議院議員、地方
公共団体の議員及び常勤の職員と兼ねることはで
きず、地方公共団体と継続的に利害関係を有する
業者又は団体（一定の条件を満たす出資法人を除
く）の一定の役職に就くこともできない。
　地方自治法第149条に規定されている市長の権
限に属する事務は、次のとおりである。
⑴　普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件

につきその議案を提出すること
⑵　予算を調製し、及びこれを執行すること
⑶　地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入

金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること
⑷　決算を普通地方公共団体の議会の認定に付す

ること
⑸　会計を監督すること
⑹　財産を取得し、管理し、及び処分すること
⑺　公の施設を設置し、管理し、及び廃止するこ

と
⑻　証書及び公文書類を保管すること
⑼　その他、当該普通地方公共団体の事務を執行

すること

２　市長の補助機関

　市長の補助機関として、副市長が置かれ、その
下に事務職員、技術職員、業務職員及び技能職員
が配置されている。
　副市長は、市長が議会の同意を得て選任し、そ
の任期は４年である。副市長は、市長を補佐する
とともに、その補助機関である職員の担当事務を
監督し、市長に事故があったときなどには、市長
が定めた順位によってその職務を代理する。

１－２　執　行　機　関



市 政 の
仕 組 み 

第 ３ 部

○－－－－－－－第３部１章　市政の仕組み

市
政
の
仕
組
み
と
管
理

179

　本市では、現在、副市長３人が選任されている。

３　事務の分掌

　札幌市の事務のうち、行政委員会に属する事務
以外の事務はすべて市長の権限に属する事務であ
る。市長の権限に属する事務は、非常に複雑多岐
にわたっているため、札幌市では、事務の目的、
性質などによって室、局などを設け、これらの事
務を合理的かつ能率的に執行している。
　局などには部、所、室などが設けられており、
さらに課、係などに分けられている。令和６年４月
１日現在の職員定数は、別表のとおり合計22,431
人である。また、６年４月現在の各室、局などに
おける分掌事務の概要は次のとおりである。  

⑴　会　計　室
　　会計及び物品に関する事項

⑵　危機管理局
　　危機管理の統括に関する事項

⑶　総　務　局
ア　議会及び市の行政一般並びに事務改善に

関する事項
イ　職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関

する事項
ウ　渉外、儀式及び秘書に関する事項
エ　国際交流に関する事項
オ　広報及び広聴に関する事項
カ　その他他の主管に属しない事項

⑷　デジタル戦略推進局
　　デジタル社会の形成に関する事項

⑸　まちづくり政策局
ア　市政の運営方針に関する事項
イ　市政の総合企画及び事業の調整に関する事

項
ウ　都市問題の調査研究及び統計に関する事項
エ　都市計画及び再開発の推進に関する事項

⑹　財　政　局
　　予算、税その他財務に関する事項

⑺　市民文化局
ア　区役所の連絡調整に関する事項
イ　市民生活に関する事項

ウ　男女共同参画に関する事項
エ　文化芸術の振興に関する事項

⑻　スポーツ局
　　スポーツに関する事項

⑼　保健福祉局
ア　社会福祉及び保健衛生に関する事項
イ　国民健康保険、介護保険及び国民年金に関

する事項

⑽　子ども未来局
　　子ども及び若者の育成支援に関する事項

⑾　経済観光局
　ア　商工業に関する事項
　イ　観光及びＭＩＣＥに関する事項
　ウ　雇用の推進に関する事項
　エ　農業に関する事項
　オ　中央卸売市場に関する事項

⑿　環　境　局
　ア　廃棄物の処理及び清掃に関する事項
　イ　環境保全に関する事項
　ウ　動物園に関する事項

⒀　建　設　局
　ア　道路及び公園の管理及び工事に関する事項
　イ　道路用地の取得に関する事項
　ウ　緑の保全及び創出に関する事項

⒁　下水道河川局
　ア　下水道に関する事項
　イ　河川の管理及び工事に関する事項

⒂　都　市　局
　ア　市街地の整備に関する事項
　イ　住宅及び建築に関する事項

⒃　交　通　局
　　交通事業の経営に関する事項

⒄　水　道　局
　　水道事業の経営に関する事項

⒅　病　院　局
　　病院事業の経営に関する事項
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⒆　消　防　局
　ア　消防に関する事項
　イ　救急、救助業務に関する事項
※ 最新の組織は、ホームページに掲載
　　　 https://www.city.sapporo.jp/org/

４　区　役　所

⑴　概　　　要
　札幌市は、昭和47年４月１日に指定都市に
移行したことに伴い、区制を施行した。
　当初は、中央区、北区、東区、白石区、豊平
区、南区、西区の７区制でスタートし、その後、
平成元年11月６日に白石区と西区を分区して
厚別区と手稲区を新設、さらに９年11月４日
に豊平区を分区して清田区を新設して、現在は
10区制となっている。
　区長は、市長の事務を補助執行するほか、法
令等により委任された事務を自らの権限と責任
において執行する。
　また、市民の利便性向上のため、篠路（北区）
と定山渓（南区）の各出張所を含め、市内86
か所の各地域にまちづくりセンターを設置して
おり、住民組織等の振興、戸籍や住民票の取り
次ぎのほかに、まちづくり協議会設立の支援、
まちづくり活動の支援などを行い、地域のまち
づくり活動の拠点となっている。

条例区分別職員定数内訳表

行 政 区 画 図
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⑵　区役所の事務
　　区役所で扱う主な事務は次のとおりである。

区役所の事務（令和６年４月現在）
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５　行政委員会

　行政委員会は、地方公共団体の長から独立した執
行機関を置くことにより、公正な行政運営を図る
ことを目的として、普通地方公共団体においては地
方自治法によりその設置が義務づけられている。
　札幌市には、法律の定めに基づき、教育委員会、
選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委
員会及び固定資産評価審査委員会の６行政委員会
がある。

⑴　教育委員会
　教育委員会は、教育行政を管理・執行するた
め、市長が議会の同意を得て任命する教育長と
５人の委員によって組織されている。教育長の
任期は３年、委員の任期は４年である。
　主な職務権限は次のとおりである。
ア　規則及び訓令の制定、改廃に関すること
イ　学校その他の教育機関の設置、管理及び廃

止に関すること
ウ　職員の人事に関すること
エ　学齢生徒等の就学、入学、転学及び退学に

関すること
オ　学校の組織編成、教育課程、学習指導、生

徒指導及び職業指導に関すること
カ　教科書その他の教材の取扱いに関すること

キ　社会教育に関すること
　なお、教育委員会は、事務の管理及び執行の
状況について点検・評価を行い、報告書を議会
に提出するとともに公表している。

⑵　選挙管理委員会
　選挙管理委員会は、選挙権を有する者で、人
格が高潔で政治及び選挙に関し公正な識見を有
するもののうちから、議会が選挙した４人の委
員で構成される。委員の任期は４年である。
　政令指定都市における選挙管理委員会は、選
挙事務を適正に行うため、市と行政区ごとに置
かれている。
　また、選挙管理委員会の事務を行うため、市
と各区に事務局が置かれ、選挙人名簿の調製、

教　育　委　員　会

札幌市・区選挙管理委員会
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各種選挙の執行事務、啓発事務、直接請求に関
する事務などを行っている。

　　　https://www.city.sapporo.jp/senkan/

⑶　人事委員会
　人事委員会は、中立的かつ専門的な立場から
人事行政の公正、妥当性を確保するために設置
された合議体の執行機関であり、職員の競争試
験の実施、給与その他の勤務条件に関する議会
及び市長に対する報告・勧告等の行政権限に属
する事務、人事委員会規則制定等の準立法的権
限に属する事務、職員の不利益処分に対する審
査請求の審査等の準司法的権限に属する事務な
どを行っている。
　当委員会は、人格が高潔で、地方自治の本旨
及び人事行政に関して識見を有する者のうちか
ら、市長が議会の同意を得て選任した３人の委
員によって構成されており、委員の任期は４年
である。

　　　https://www.city.sapporo.jp/org/jinji/

⑷　監 査 委 員
　監査委員は、札幌市の財務に関する事務の執
行、経営に係る事業の管理及び行政事務の執行
についての監査などを行っている。
　定数は４人であり、識見を有する者及び市議
会議員のうちからそれぞれ２人を市長が議会の
同意を得て選任する。任期は、前者は４年、後
者は議員の任期による。

　　　https://www.city.sapporo.jp/kansa/

⑸　農業委員会
　農業委員会は、「農地等の利用の最適化の推
進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸
借の許可、農地転用案件への意見具申など、農
地に関する事務などを行っている。
　当委員会は、議会の同意を得て市長が任命す
る農業委員11人（現員10人）と、当委員会が
委嘱する農地利用最適化推進委員15人によって
構成されている。任期は、前者が３年、後者が
農業委員の任期満了日までである。

　　　https://www.city.sapporo.jp/keizai/
nogyo/noui/

⑹　固定資産評価審査委員会
　固定資産評価審査委員会は、納税者の税負担
に直接重大な影響を及ぼす固定資産課税台帳に
登録された価格に関する不服（審査申出）を審
査決定するために、中立的・専門的な機関とし
て地方自治法及び地方税法に基づき設置された
執行機関である。
　当委員会は、本市の住民、市税の納税義務が
ある者又は固定資産の評価について学識経験を
有する者のうちから、市長が議会の同意を得て
選任した９人の委員で構成されており、委員の
任期は３年である。
　個々の審査申出に対しては、それぞれ３人の委
員によって構成する合議体で審査を行っている。

人事委員会委員

農業委員会役職者

監　査　委　員

固定資産評価審査委員会委員
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局　別　組　織　数　一　覧


